
回 覧 
２０２１年度 はるひ野町内会 

４月度 役員会 議題 
２０２１年４月１０日 

 

(1) 会⾧からの連絡事項など    （会 ⾧ 杉 本） 

(2) 特定積立金「特定事業整備積立金」創設のご報告  （会 計 吉 田） 

(3) 各部会報告 

◆ 環境美化:町内清掃のお知らせ:5 月 15 日（土）  （環境美化 斎 藤） 

(4) ２０２１年度はるひ野町内会定期総会議案 
◆ 会⾧・副会⾧の選出      （会  ⾧ 杉 本） 
◆ 自主防災組織の変更（案）     （自主防災 小 松） 
◆ ２０２０年度 事業報告      （副会⾧ 片 岡） 
◆ ２０２１年度 事業計画（案）    （副会⾧ 片 岡） 
◆ ２０２０年度 決算報告・監査報告    （会 計 吉 田） 
◆ ２０２１年度 予算（案）     （会 計 吉 田） 
◆ 会則改正      （副会⾧ 片 岡） 
◆ ２０２１年度 役員の紹介     （副会⾧ 山 岡） 
◆ ２０２１年度 ブロック代表者の紹介    （副会⾧ 山 岡） 

(5) ２０２１年度の役員会および各部会の開催予定   （副会⾧ 山 岡） 

(6) 出欠の確認（配布物の受領確認） 

 

 
★今月（４月）のお願い事項 

①資源集団回収のため、古新聞・古雑誌・段ボール・牛乳パック・古着等を提供してくだ
さい。第１・３・５回目の木曜日が回収日です。 
(回収資金は、町内会収入としてはるひ野の緑化に利用します) 

 
★町内会の主な行事（予定）（２０２１年４月～5 月）  

①  2021 年度 はるひ野町内会 定期総会 
４月２４日（土）１５:００～ はるひ野黒川地域交流センター（オンライン開催併用） 

②  町内清掃 
５月１５日（土）８:００～  ※ 詳細は、回覧・ホームページをご参照ください。 

③  5 月度役員会 
５月１５日（土）１７:３０～ はるひ野黒川地域交流センター（オンライン開催併用） 



                                                      ２０２１年４月１０日 

はるひ野町内会 

 

 

 

１）当町内会の活動・・・止めない 

２）当町内会が開催している会議・・・中止・延期できる会議は、中止・延期する 

①会議を開催する場合は原則「オンライン参加」とし、会議の終了は２０時までとする 

②「オンライン参加」できない参加者は「対面参加」も可とするが、新型コロナ感染防止対策を十分に行って参加する 

 

 

 

 

１）見学の目的 

当町内会の先進的な取り組み事例（オンライン会議実践など）を調査研究し、他町内会・自治会活動に活用するため。 

２）他町内会・自治会の現状 

コロナ禍で町内会・自治会活動が制約、縮小されている中で、役員会やその他会議も中止・規模縮小しているケース 

が多く散見される。本来であれば、非常時だからこそ地域コミュニケーションが希薄になることを回避すべき。 

３）市民文化局から見た「当町内会の評価」 

コロナ禍においても、安心して参加できる会議環境（オンライン会議＋対面会議）を整備し、さらに地図や写真も活用 

しながら情報共有をしている部分を評価。  ⇒ 川崎市市民文化局が他町内会・自治会の支援で活用 

 

 

 

 

はるひ野担当の「栗木台地域包括支援センター」の運営法人変更に伴い、相談窓口である事務所も変更になります。 

新しい事務所は、栗平駅北口（マルシェ栗平１階）です。 

 

 

 

 

今月は火事になる心配と、近隣の苦情発生から挙げます。 

バーベキューにも適した時期になってきますのでご近所に十

分ご配慮ください。 

他にも鳥の糞害などもあり、ご自身では気にならないことも、

ご近所の方々からするとストレスとなるものもあります。 

コロナ禍以外にもストレスの多い時代です。みなさんに「近隣

の方々にご迷惑をかけていないか、ご不快な思いをさせてい

ないか」を振り返っていただけたらと思っています。 

毎回記載していますが、大地震・大災害時には「近隣同士で互

いに助け合う」（共助）ことが大事です。家屋が倒壊したときに 

 

 

 

下敷きになった家族を一緒に助けられるのは、ご近所 

の方々の可能性大です（消防などはすぐには来れませ 

ん）。日頃から「良好な関係」の構築をお願いします。 

 

 

                                                          （※）当町内会内会議は省略 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

 

 

対川崎市要望事項の回答に対する対応案提示（書面、麻生区町会連合会に提出） 

はるひ野中学校 卒業証書授与式 

麻生区町会連合会 理事会 

柿生地区社会福祉協議会 役員会 

市議会議員と対川崎市要望事項対応などについて意見交換 

 

 

８日（月） 

１１日（木） 午前 

１１日（木） 午後 

２４日（水） 

２５日（木） 

 

たき火

川崎市条例で「野焼き」は禁止。
たき火等軽微なものは例外になって
いるが、燃やしている物や近隣から
の苦情が生じる等、生活環境に
影響を与える行為は禁止

バーベキュー
川崎市条例で一部の公園内等では
禁止されているが、一般家庭での
実施は禁止されていない

回  覧 

会長としての主要活動報告（３月） 

当面の町内会活動方針・対応方針  【～５月末】 
緊急事態宣言は解除

されましたが、当町内

会は現状では方針を

変更しません 

会長からの連絡事項など 

川崎市市民文化局・市議会議員の役員会（３月６日）見学について 

１ 

２ 

５ 

ご近所迷惑について（先月の続き） ４ 

地域包括支援センターの相談窓口事務所変更について ３ 回覧あり 



0 回 覧 0 

2021 年 4 月 10 日 

会計担当 

  

町内会会計科目「特定積立金」に「特定事業整備積立金」創設のご報告 

 

 

2021 年 2 月 6 日開催のはるひ野町内会役員会において標題の件が承認されましたので 

下記の通りご報告いたします。 

 

【創設理由】 ① 災害や疫病蔓延など緊急性の高い不測の事態に対し、柔軟かつ迅速に対策を 

講じるための資金を年度予算とは別に確保する。 

         ② 中長期的には集会場所が災害などの要因で使用不能となる事態や、防災資材・

備蓄品の保管場所確保が困難となりつつある現状にかんがみ、より防災機能

を備えた自前の町内会館の取得検討が必要と考え、その実現に向けた基金の

性格も持たせる。 

但し、是非を含めた具体的な取得検討は別途役員会に諮りつつ進める。 

 

【運用ルール】① 積立額は当年度の余剰金の範囲でかつ次年度以降の町内会活動に支障が出な

い範囲で金額を定めることとする。 

 ② 年度ごとの積立額については総会の決算報告で承認を受けるものとする。 

 ③ 積立金の取り崩しが必要になった場合、費目および金額について役員会の承

認のもとで取り崩しを行うものとし、決算報告において総会の承認を得る。 

ただし、緊急性を伴う場合は町内会長の判断で取り崩しできるものとする。 

この場合、後日速やかに役員会に報告し追認を得る。 

 ④ 町内会長名義で専用銀行口座を新規開設し、出納、残高管理は会計監査対象 

とする。銀行口座はセレサ川崎農業協同組合栗平支店に開設する。 

 

  【開始時期】  2020 年度決算より積立を開始する。 

 

【積立金額】  1,500,000 円（2020 年度） 

 

 

以上 

（会計 1/1） 



2021年4月10日

はるひ野町内会（環境部会）

1 5月１5日（土）
（雨天時の判断に迷う場合は、集合場所にいる地区責任者にお聞きください。）
※雨天で延期する場合は下記URLの「はるひ野町内会お知らせブログ」でお知らせします。

　　http://town-haruhino.join-us.jp/wordpress/
　また、メール配信システムでもお知らせしますので、この機会に下記URLからの

　メール配信システムへの登録をお勧めします。

　　http://town-haruhino.join-us.jp/project_kouhou.html

５月１６日（日）、５月２２日（土）

2 　午前 ８：００ ～ ９：３０ 頃　まで　

3 　　柳町いろどり公園（１丁目、２丁目１～１５番、５丁目１～７番）

　　海道ひだまり公園（２丁目１６番以降、３丁目１～４番）

　　クラスヒル小公園（３丁目５～９番、２８番以降）

　　丸山こもれび公園（３丁目１０番～２５番、４丁目 ）

    　　　　　　　　　　　　はるひ野５丁目公園（5丁目１１番以降）　　

4 区域内の公園一帯と歩道・緑道の植樹帯を主に、 清掃と雑草抜き等を行う

5 軍手。 お持ちの方は、小シャベル／草引き／ほうき、ちりとりなど。 

　※ ごみ袋、竹ぼうき、根切り鎌、ごみばさみ等 は町内会で用意します

6 作業に際して　　

・

　（ケガを負った場合は、町内会自治会保険、川崎市ボランティア保険対象となります）

・

・

7 今年度も飲み物を準備しております。

8 ２０２１年度２回目以降実施予定日　

【各ブロック代表、班長の方へのお願い】

各地区内では作業進捗状況に応じ効率よく相互応援をお願いします。

ごみ袋は軽トラック２台で回収し、指定場所（３公園）に集積します。

②７月１０日（土）、　③９月4日（土）、④１２月１１日（土）

ブロック代表・班長の方には、清掃用具の搬出・配置、参加者の適正誘導、
清掃用具の回収・格納、ごみ袋の回収などの手伝いをお願いしたいので、
7時4５分までに各集合場所にお集まりください。

みんなでつくる 美しいまち　はるひ野
環境　1/1

雨天予備日

実施時間 　　

集合場所　　　　

清掃場所    

持 参 品   

幹線道路歩道植樹帯の清掃時は、通行車両に十分気をつけてください。

はるひ野 町内清掃実施日 のお知らせ
　今年度1回目の町内清掃を実施します。

   まだまだ人数が不足しています。
　皆様には極力参加いただき、全員で  「美しいまち　はるひ野」 を守りましょう。

   万障お繰り合わせの上、各世帯１名以上のご参加　を是非お願いいたします。

　清掃時ソーシャルディスタンスを確保し、マスク着用でお願いします。

実  施  日　　　　　

１

２

４

５

３

回 覧


